
令和４年度 生活福祉資金相談員（嘱託職員）募集について 

 

１．職  種 生活福祉資金相談員 

 

２．業務仕事内容 ・生活福祉資金貸付及び福祉金庫等の相談、 

その他相談全般に係る業務 

・担当事業推進に係る業務  ・法人全体に係る業務 

 

３．雇用形態 嘱託職員（年度契約） 

       ＊契約更新の可能性あり、但し、条件あり 

 

４．雇用期間 令和４年４月１日 ～ 令和５年３月３１日 

 

５．学  歴 短大卒以上（福祉専攻であれば尚可）  

 

６．必要資格  

・普通運転免許（AT 限定可） 

・社会福祉主事任用資格または、社会人経験者（実務経験３年以上） 

（社会人経験者とは、営業・販売経験、金融業界での経験、 

マーケティング経験、NPO 活動、医療福祉業界経験を指す） 

 

７．給  与 １５３，０００円～ 

 

８．手当賞与 通勤手当 実費支給（本会規程による） 

       賞  与 年２回（前年度実績） 

 

９．加入保険 雇用・労災・健康・厚生 

 

10．就業時間 ８：３０～１７：００（７時間勤務） 

       ＊但し、月に１～２回程度 

１２：００～２２：００の間の７時間勤務あり 

       ＊時間外あり 月平均１～２時間程度 

 

11．休 日 等 土日祝日（慰霊の日・年末年始） 

       ＊但し、法人イベント等がある場合は土日出勤あり 

 

12．問い合わせ先  宜野湾市社会福祉協議会 総務・相談支援係 

連絡先：０９８－８９２－６５２５ 


